
条

例 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
第
四
款 

運 

 

目
次
中
「
第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
十
一
条
―
第
五
十
四
条
）
」
を 

第
四
款
の
二 

 

営
に
関
す
る
基
準
（
第
十
一
条
―
第
五
十
四
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

共
生
型
障
害
児
通
所
支
援
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
四
条
の
二
―
第
五
十 

に
、「
第
四
款 

運 

 

四
条
の
五
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
款
の
二 

共
生
型
障
害
児
通
所 

七
十
五
条
―
第
七
十
七
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
援
に
関
す
る
基
準
（
第
七
十
七
条
の
二
）
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

第
五
款 

基
準
該
当
通
所
支
援
に
関
す
る
基
準 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
節
の
二 

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
款 

基
本
方
針
（
第
八
十
条
の
二
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
款 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
八
十
条
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
款 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
八
十
条
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
八
十
条
の 

（
第
七
十
八
条
―
第
八
十
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
・
第
八
十
条
の
四
） 
 

 
 

五
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
―
第
八
十
条
の
九
） 

 
 

」 

 

第
三
条
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三

項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
提
供
す
る
指
定
児
童
発
達
支

営
に
関
す
る
基
準
（
第
七
十
五
条
―
第
七
十
七
条
）
」
を 

 

に
、
「 

第
五
款 

基
準
該
当
通
所
支
援
に
関
す 

る
基
準
（
第
七
十
八
条
―
第
八
十
条
）
」
を 

 

に
改
め
る
。 

 



援
の
質
の
評
価
及
び
改
善
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価

を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障
害
児
の
保
護
者
に
よ
る

評
価
を
受
け
て
、
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
の
意
向
、
障
害

児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
支
援
を
提
供
す
る
た
め
の
体
制
の
整

備
の
状
況 

 

二 

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
資
質
の
向
上
の
た
め
の
取
組
の
状
況 

 

三 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
及
び
備
品
等
の
状
況 

 

四 

関
係
機
関
及
び
地
域
と
の
連
携
、
交
流
等
の
取
組
の
状
況 

 

五 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
必
要

な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
の
実
施
状
況 

 

六 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法
及
び
非
常
災
害
対
策 

 

七 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
係
る
業
務
の
改
善
を
図
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況 

５ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
お
お
む
ね
一
年
に
一
回
以
上
、
前
項
の
評
価
及
び
改
善
の

内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
十
六
項
」
を
「
第
五
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
一
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十

二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
章
第
二
節
第
四
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

第
四
款
の
二 

共
生
型
障
害
児
通
所
支
援
に
関
す
る
基
準 

 

（
共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
生
活
介
護
事
業
者
の
基
準
） 

第
五
十
四
条
の
二 

児
童
発
達
支
援
に
係
る
共
生
型
通
所
支
援
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
共
生

型
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
指
定
生
活
介
護
事
業
者
（
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一

号
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
第
五
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当

該
事
業
に
関
し
て
満
た
す
べ
き
基
準
は
、
省
令
第
五
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ

る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
通
所
介
護
事
業
者
等
の
基
準
） 

第
五
十
四
条
の
三 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
通
所
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三



十
七
号
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
又
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事

業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
を
い

う
。
）
（
第
六
十
条
に
お
い
て
「
指
定
通
所
介
護
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
に
関

し
て
満
た
す
べ
き
基
準
は
、
省
令
第
五
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す

る
。 

 

（
共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
基
準
） 

第
五
十
四
条
の
四 

共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
（
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
（
第
六
十
条
の
二
に
お
い
て
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
（
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
が
当
該
事
業
に
関
し
て
満
た
す
べ
き
基
準
は
、
省
令
第

五
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
準
用
） 

第
五
十
四
条
の
五 

第
五
条
、
第
七
条
、
第
八
条
及
び
前
款
（
第
十
一
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

共
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
中
「
第

七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
七
条
」
と
、
第
八
条
中

「
第
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
八
条
」
と
、
第
十

二
条
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
二
条
」

と
、
第
十
四
条
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令

第
十
四
条
」
と
、
第
三
十
条
中
「
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準

用
す
る
省
令
第
三
十
条
」
と
、
第
四
十
四
条
中
「
第
四
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条

の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
四
条
」
と
、
第
四
十
五
条
中
「
第
四
十
五
条
」
と
あ
る

の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
五
条
」
と
、
第
四
十
六
条
中
「
第

四
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
六
条
」
と
、

第
四
十
七
条
中
「
第
四
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令



第
四
十
七
条
」
と
、
第
五
十
二
条
中
「
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
省
令
第
五
十
二
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第

三
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
」
と
、
同
項

第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四

十
四
条
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五
に
お
い
て
準

用
す
る
第
五
十
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
五
十
五
条
中
「
第
五
十
四
条
の
二
」
を
「
第
五
十
四
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
八
条
中
「
前
款
」
を
「
第
四
款
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の
五
」
を
「
第
五
十
四
条
の
九
」

に
改
め
る
。 

 

第
五
十
九
条
中
「
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

基
準
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
」
を

削
り
、
「
第
五
十
四
条
の
六
」
を
「
第
五
十
四
条
の
十
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
条
中
「
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と

い
う
。
）
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
又
は
指
定
地
域

密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
」
を
「
等
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の
七
」
を
「
第
五
十
四
条
の
十

一
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
条
の
二
中
「
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
又
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
」
を
「
等
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の
八
」
を
「
第
五

十
四
条
の
十
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
情
報
の
提
供
等
） 

第
六
十
九
条
の
二 

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
利

用
し
よ
う
と
す
る
障
害
児
が
、
こ
れ
を
適
切
か
つ
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
指
定
医

療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
実
施
す
る
事
業
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
努



め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
に
つ
い

て
広
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
虚
偽
の
も
の
又
は
誇
大
な
も
の
と
し
て
は
な
ら

な
い
。 

 

第
七
十
条
中
「
第
二
十
六
条
」
の
下
に
「
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、

第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
六
十
六
条
」
と
、
」
の
下
に
「
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
」

を
、
「
準
用
す
る
第
二
十
一
条
」
と
」
の
下
に
「
、
同
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と

あ
る
の
は
「
医
療
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
十
六
条
の
二
を
削
る
。 

 

第
七
十
七
条
中
「
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
」
を
「
か
ら
第
五
十
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
第

七
十
六
条
」
と
、
」
の
下
に
「
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

七
十
六
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
」
を
、
「
準
用
す
る
第
二
十
一
条
」
と
」
の

下
に
「
、
同
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計

画
」
と
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
章
第
四
節
第
四
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

第
四
款
の
二 

共
生
型
障
害
児
通
所
支
援
に
関
す
る
基
準 

 

（
準
用
） 

第
七
十
七
条
の
二 

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら

第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第

五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
の
四
ま
で
、
第
七
十
一

条
及
び
第
七
十
六
条
の
規
定
は
、
共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
共
生
型
通
所
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
七
条
中
「
第
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
七
条
」

と
、
第
八
条
中
「
第
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
八

条
」
と
、
第
十
二
条
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

省
令
第
十
二
条
」
と
、
第
十
四
条
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
省
令
第
十
四
条
」
と
、
第
三
十
条
中
「
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
三
十
条
」
と
、
第
四
十
四
条
中
「
第
四
十
四
条
」
と
あ
る
の

は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
四
条
」
と
、
第
四
十
五
条
中
「
第
四

十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
五
条
」
と
、
第

四
十
七
条
中
「
第
四
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第

四
十
七
条
」
と
、
第
五
十
二
条
中
「
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
省
令
第
五
十
二
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
七
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
児
童



発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第

三
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
」
と
、
同
項

第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四

十
四
条
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
第
五
十
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
八
十
条
中
「
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
」
を
「
か
ら
第
五
十
条
ま
で
」
に
、
「
、
第
七
十

六
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
第
七
十
六
条
の
二
」
を
「
及
び
第
七
十
六
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
」

に
、
「
第
七
十
一
条
の
四
」
を
「
第
七
十
一
条
の
六
」
に
改
め
、
「
、
第
七
十
六
条
の
二
第
三
項

中
「
第
七
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
条
」
と
」
を
削
る
。 

 

第
二
章
第
四
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
四
節
の
二 

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援 

 
 

 
 

 

第
一
款 

基
本
方
針 

第
八
十
条
の
二 

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、
障
害
児
が
日
常
生
活
に
お
け

る
基
本
的
動
作
及
び
知
識
技
能
を
習
得
し
、
並
び
に
生
活
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
当
該
障
害
児
の
身
体
及
び
精
神
の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
応
じ
て
適

切
か
つ
効
果
的
な
支
援
を
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 

第
二
款 

人
員
に
関
す
る
基
準 

 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
八
十
条
の
三 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き

従
業
者
の
員
数
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
七
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と

と
す
る
。 

 

（
準
用
） 

第
八
十
条
の
四 

第
七
条
の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
七
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
一
条
の
九
に
お

い
て
準
用
す
る
省
令
第
七
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

第
三
款 

設
備
に
関
す
る
基
準 

 

（
設
備
） 

第
八
十
条
の
五 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
は
、
事
業
の
運
営
を
行
う
た
め
に

必
要
な
広
さ
を
有
す
る
専
用
の
区
画
を
設
け
る
ほ
か
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
提

供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



２ 

前
項
に
規
定
す
る
設
備
及
び
備
品
等
は
、
専
ら
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事

業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 
 

 

第
四
款 

運
営
に
関
す
る
基
準 

 

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
） 

第
八
十
条
の
六 
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
に
身
分
を
証
す
る
書
類

を
携
行
さ
せ
、
初
回
訪
問
時
及
び
障
害
児
又
は
通
所
給
付
決
定
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
障
害
児

の
家
族
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
す
べ
き
旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
通
所
利
用
者
負
担
額
の
受
領
） 

第
八
十
条
の
七 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支

援
を
提
供
し
た
際
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
に

係
る
通
所
利
用
者
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
指
定
居
宅
訪
問

型
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
た
際
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
、
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型

児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
費
用
基
準
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
通
所

給
付
決
定
保
護
者
の
選
定
に
よ
り
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
（
当
該
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発

達
支
援
事
業
所
が
通
常
時
に
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
を
提
供
す
る
地
域
を
い
う
。
次

条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
地
域
に
お
い
て
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
を
提

供
す
る
場
合
は
、
そ
れ
に
要
し
た
交
通
費
の
額
の
支
払
を
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
三
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合

は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収
証
を
当
該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
第
三
項
の
交
通
費
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
そ
の
額
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
通
所
給
付
決
定
保
護

者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
運
営
規
程
） 

第
八
十
条
の
八 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支

援
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営
規
程
を

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

 

二 

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

 

三 

営
業
日
及
び
営
業
時
間 



 

四 

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
内
容
並
び
に
通
所
給
付
決
定
保
護
者
か
ら
受
領
す
る

費
用
の
種
類
及
び
そ
の
額 

 
五 

通
常
の
事
業
の
実
施
地
域 

 

六 
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

 

七 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

 

八 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

 

九 

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

（
準
用
） 

第
八
十
条
の
九 

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六

条
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、

第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、

第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十

四
条
ま
で
及
び
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十

一
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
二
条
」
と
、
第
十
四
条
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る

の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
四
条
」
と
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。

第
三
十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
」

と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
七
」
と
、
第
二
十
五
条
第

二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
七
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条

第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達

支
援
計
画
」
と
、
第
三
十
条
中
「
第
三
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
四
に
お
い
て

準
用
す
る
省
令
第
三
十
条
」
と
、
第
四
十
四
条
中
「
第
四
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一

条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
四
条
」
と
、
第
四
十
五
条
中
「
第
四
十
五
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
五
条
」
と
、
第
四
十
七
条

中
「
第
四
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
七

条
」
と
、
第
五
十
二
条
中
「
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
四
に
お
い
て
準

用
す
る
省
令
第
五
十
二
条
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の

は
「
第
八
十
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支

援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
十

五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
」
と
、
同
項
第
四
号

中
「
第
四
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
十
四

条
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る

第
五
十
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
四
に
お

い
て
準
用
す
る
省
令
第
五
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 

第
八
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
準
用
） 

第
八
十
四
条 

第
八
十
条
の
五
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

 

第
八
十
五
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
十
五
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で 

削
除 

 

第
八
十
八
条
中
「
第
二
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
四
項
及
び
第

五
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
七
条
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及

び
」
を
「
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
」
に
改
め
、
「
第
五
十
四
条
ま

で
」
の
下
に
「
、
第
六
十
九
条
の
二
及
び
第
八
十
条
の
六
か
ら
第
八
十
条
の
八
ま
で
」
を
加
え
、

「
第
八
十
六
条
」
と
、
」
を
「
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
条
の
七
」
と
、
第
二
十

五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八

十
条
の
七
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
」
に
改
め
、
「
準
用
す
る
第
二
十
一
条
」
と
」

の
下
に
「
、
同
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」

と
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
九
第
三
項
」
に
、
「
第
二

十
一
条
の
五
の
十
五
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


